
令和６年度
砂利採取業務主任者試験受験案内

福島県土木部建設産業室

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定により、砂利採取業務主任者

試験を次のとおり実施します。

１ 試験日時

令和６年１１月８日（金）午前１０時から正午まで

（午前９時２０分から受付）

２ 試験場所

福島県自治会館３階 大会議室

（福島市中町８番２号）

※車でお越しの方は、県庁舎外来駐車場をご利用ください。県庁舎外来駐車場をご利用

の場合は、駐車料金の無料処理を行いますので、駐車券を受付までご持参ください。

３ 受験資格

国籍、年齢、性別、学歴、経歴、実務経験の有無などの制限はありません。

４ 試験科目等

(1) 砂利の採取に関する法令

(2) 砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。）

※試験は、筆記試験とします。

５ 合格基準

合格点は、法令問題及び技術問題合わせて１３０点以上かつ法令問題及び技術問題の正解

が各々６０点以上とします。

６ 受験願書等の受付期間

令和６年９月１９日（木）から１０月１０日（木）まで

（郵送による場合は、１０月１０日（木）までの消印があれば有効です。）

※受験願書等は県内各建設事務所又は福島県土木部建設産業室にて配布しています。

また、福島県のホームページからもダウンロードすることができます。

◎福島県 HPトップページアドレス：http://www.pref.fukushima.lg.jp

【ホームページ階層図】

ホーム > 組織でさがす > 建設産業室 > 砂利採取業務主任者試験の実施について

◎砂利採取業務主任者試験受験案内のページ

HP ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/jyarisaisyushikenjissi.html

７ 受験手続

受験希望者は、次に掲げる書類各１部を持参又は郵送により福島県土木部建設産業室に提

出してください。

(1) 受験願書（様式第９）

(2) 写真貼付書（貼り付ける写真は、縦６センチメートル×横４センチメートル）で、出願

前６月以内に撮影した正面上半身像とし、写真裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載し



てください。また、用紙の該当欄に氏名、電話番号、生年月日及び撮影年月日を記入して

ください。）

※郵送の場合のあて先

〒９６０－８６７０（県庁専用番号のため、住所の記載は不要です。）

福島県土木部建設産業室 あて

（封筒の表面に「砂利採取業務主任者試験願書在中」と朱書きしてください。）

８ 受験手数料

受験手数料は７，６００円です。

福島県収入証紙により納付することになりますので、受験願書に貼り付けてください。

（消印はしないでください。）

なお、受験願書提出後に都合により受験しないことになっても、受験手数料は返還できま

せん。

※福島県収入証紙を購入できる場所は、福島県（出納局）のホームページで確認できます。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html

９ 合格発表

令和６年１１月２９日（金）以後、本人に通知するとともに建設産業室のホームページに

て合格者の番号を発表します。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/jyarisaisyushikengoukakusya.html

★ご不明な点については、下記の福島県各建設事務所又は福島県土木部建設産業室に

お問い合わせください。

県 北 建 設 事 務 所 〒9608670 福島市杉妻町216 ℡0245212498 (直通)

（県庁北庁舎6階）

県 中 建 設 事 務 所 〒9638540 郡山市麓山111 ℡0249351329 (直通)

県 南 建 設 事 務 所 〒9610971 白河市昭和町269 ℡0248231616 (直通)

会津若松建設事務所 〒9658501 会津若松市追手町75 ℡0242295427 (直通)

喜多方建設事務所 〒9660901 喜多方市松山町鳥見山 ℡0241245713 (直通)

字下天神63

南会津建設事務所 〒9670004 南会津郡南会津町田島 ℡0241625306 (直通)

字根小屋甲42771

相 双 建 設 事 務 所 〒9750031 南相馬市原町区錦町 ℡0244261207 (直通)

130

いわき建設事務所 〒9708026 いわき市平字梅本15 ℡0246246109 (直通)

土木部建設産業室 〒9608670 福島市杉妻町216 ℡0245217452 (直通)

（県庁本庁舎４階）


